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  「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、一定の割合で障害者を雇用するよう

義務づけています。公共団体も例外ではなく、一般企業よりも高い２．３％の雇用率が課せられています。 

市役所でも今まで障がいのある方を雇用していますが、様々な理由で実際の雇用は福祉手帳で言うと「身

体」の方に限られていました。 

 入間市では、りぼん発足の平成２１年度より、市役所等を利用した職場実習の実施、りぼん登録者の「り

ぼん実習」に対しての仕事の提供などを通じ、「身体」以外の障がいのある方の採用について検討してき

ましたが、平成２４年１０月より「療育手帳」の方をパート職として採用、障害福祉課に配属し、事務補

助の仕事についてもらっています。この取り組みは、市として今後も拡大する予定です。 

 

就労支援利用者人数（Ｈ２４年１２月末までの実績） 
 登録者数 就職者(※)  相談者数 1日あたりの相談・支援件数 

人数 １５６名 ９３名 ４５９名 平均２４．１６名 

 

 

 

 

  

 

就労支援センターりぼんを初めて利用される方を対象に説明会を実施しています！ 

説明会ではりぼんの概要や、実際にどんな支援をしているのかをご紹介をさせていただきます。 

みなさんに「りぼん」の事を理解してもらい、納得してもらったらその場で【仮登録】の 

申請を行い、面談日を決めます。 

【仮登録】のあと、みなさんの事をよく知る為に、一度きりではなく数回にわたって面談を行い

ます。その後、具体的な就職活動の動きになったら【本登録】へと進みます。 

 毎月第２・４木曜日 13:30～14:30 まずはりぼんへご連絡下さい  

 

 

 

 

 №９  ２０１３．１．３１ 

入間市障害者相談支援センター 

入間市障害者就労支援センター 

 入間市豊岡１－１６－１ 市役所内 

         TEL 04-2901-7088 

りぼん 

市市役役所所ででののパパーートト雇雇用用（（障障害害者者））始始ままるる！！  

障障障害害害者者者就就就労労労支支支援援援セセセンンンタタターーーりりりぼぼぼんんん   

※就職者はすでに就労している方で、就労継続のための支援を希望する方も含みます 

 

毎月第 2・4木曜日 15：00～16：00 

  りぼんに就労相談をされている方が対象です 
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山本 和泉（やまもと いずみ）    いて座 川越育ち 

平成２４年７月から就労支援センターりぼんに勤務しています！ 

みなさんのお手伝いが出来るように頑張ります♪ 

 

 

  

 

 

 

 

◆日時；平成２４年１２月８日（土）１３：３０～１６：３０ 

◆場所；入間市健康福祉センター ３F会議室 

◆参加費：無料 

 

  昨年度に引き続き表題の“つどい”を、田中市長ご臨席のもと 

開催しました。年末の多忙な時期にも関わらず、当事者、ご家族、 

支援機関、会社関係、一般市民の方が１００名余り参加いただき 

有意義な会にすることができました。 

第１部「虐待防止法について」「入間市役所における障害者雇用の取り組みについて」の報告 

  初の行政の取り組みとして、表題の件を障害福祉課の鈴木課長に報告いただきました。解り易い説明に

加え、実際に昨年１０月からパートで就労しているご本も登場したことで、参加した皆さんの理解と期待

が広がり、取り組みに好感を持てたようでした。 

第２部 体験発表 

                                  今回は、３障害の当事者の方と当事者のお母さんに体験談を発表

していただきました。当事者にはグループホームを利用している方、

遠距離通勤の方、自営の方、当事者の事件簿振り返りを語ったお母

さん等ﾊﾞﾗｴﾃｨｰに富んでおり、皆さん興味をもたれたようでした。 

参加者は一様に感銘を受けたようで、感動した、自分も頑張らな

ければ等の声が多く心に響いたようでした。 

りぼんに対するねぎらいと期待の声も多く、より良い支援の必要性を改めて感じることができました。 

   「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、障害者を雇用する義務を課していま

すが、５年ごとにその割合を見直すことになっています。今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づ

くものです。りぼんでは、今回の法定雇用率変更に基づく障害者雇用の取り組みについて事業主様からの

ご相談に応じています。 

  

*******************************************************************             

障害者就労支援センター 

 

 

 

事業主区分 
法定雇用率 

現  行 平成２５年４月１日以降 

民間企業 １．８％ ２．０％ 

国、地方公共団体 ２．１％ ２．３％ 

都道府県等の教育委員会 ２．０％ ２．２％ 

障障障害害害者者者就就就労労労支支支援援援セセセンンンタタターーーりりりぼぼぼんんん   

新 
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養護者による虐待 

障害のある方の身辺の世

話や、金銭の管理を行っ

ている家族・同居人など

による虐待。 

 

障害者福祉施設従

事者等による虐待 

障害者福祉施設やサービ

ス事業所の職員による虐

待。 

使用者による虐待 

障害のある方を雇用して

いる事業主などによる虐

待。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年１０月１日より、障害者虐待防止法が施行されました。障害のある方への虐待を防止し、障

害のある方の権利や尊厳を守るための法律です。皆で虐待の防止に取り組んでいきましょう。 

 

○ 対象になる方 

身体障害者・知的障害者・精神障害者（発達障害を含む）・その他心身機能に障害があっ

て、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けている状態にある方 

 

○ 虐待は３種類に分けられます 

このようなことが虐待になります 

① 身体的虐待 障害のある方の体に傷を負わせたり暴行を加えたり、または正当な理由がなく身体を拘束  

すること。 

② 性的虐待 障害のある方に無理やりわいせつな行為をしたりさせたりすること。 

③ 心理的虐待 障害のある方に著しい暴言または著しい拒絶的な対応をすること。精神的な苦痛を与える

こと。 

④ 放棄・放任（ネグレクト） 食事を与えなかったり、入浴、排せつなどの世話をしなかったり、長時間

の放置をしたりすること。 

⑤ 経済的虐待 障害のある方の財産を不当に使ったり、理由なく金銭を与えないこと。 

  

 

 

ご相談、通報などは、「入間市役所 障害福祉課」までお寄せください。 

  電話 ０４－２９６４－１１１１ 内線（１３３１） 

障害者相談支援センター 
                     委託相談支援事業所 

社会福祉法人茶の花福祉会・社会福祉法人創和・NPO 法人イノセント・社会福祉法人羽搏会 

障害者虐待防止法が施行されました 

障害者虐待防止センターへご相談ください 
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相談支援事業所 千鳥（社会福祉法人羽搏

会）の矢吹 美恵 さんがりぼんに加わりま

した。 

 

 

 

 

 

 平成２４年度４月より、以前障害福祉課にいらっしゃった鈴木浩昭さんが課長として戻ってこられました。

鈴木課長の素顔にも迫るべく、りぼんの菅野がインタビューしてまいりました。 

  

Q 今年度から障害福祉課課長に就いたことについてのお気持ちはいかがでしょうか？ 

○A  障害福祉課には２年ぶりに戻ってきました。障害福祉に関する制度は短期間で大幅な見直しが 

されることが多いので、市としても障害福祉サービスを利用される方にご不便やご迷惑を 

おかけしないように努力していきたいと思います。 

 

Q 課長さんのプライベートなところにも迫りたいと思いますが、好きな音楽はなんですか？ 

○A  年齢がばれてしまいそうですが、カラオケに行くと「郷ひろみ」の曲を歌うのが好きです。 

ただ、最近は３月に生まれた孫の為に「アンパンマン」や「ドラえもん」の歌にも挑戦したいと

思っています。 

 

Q また、子どもの頃はどのような遊びをしていましたか？ 

○A  小学生の頃は、近所の友達と毎日のように「缶けり」という遊びをしていました。まだテレビゲ

ーム等はなかったので、学年に関係なく、みんなで真っ暗になるまで走り回って遊んでいました。 

 

Q さいごに、このりぼん通信をご覧になる皆様に一言お願いします。 

○A  私たちが住んでいる入間市が、障害のある人も、障害のない人も、誰もが生きがいを持って明る

い生活が送れるようなまちとなるよう願っています。障害があることで困ったり悩んだりした時

は、りぼんのことを思い出して、気軽に相談してください。 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

９月より勤務している矢吹です。皆さんの気持ち

に寄り添う様に支援させていただ

きます。お気軽にお立ち寄りくだ

さい。 

 

 

 

 

 

「りぼん」は、相談支援センターと就労支援センターが協力して発行しています。 

通常の支援活動でも、市役所３階の同じ部屋にあることで連携して支援を行っており、「りぼん」と

いう名前も共通のものになっています。生活の困り事や仕事のことなど、一人の方の〝生きる“と

いうことでは切り離すことができません。そこで「りぼん」は、生活と就労の一体的な支援で皆さ

んのお役にたつよう努力しています。これからも「りぼん」をよろしくお願いします。 

りぼん通信 インタビュー 

☆障害福祉課  鈴木 浩昭 課長☆ 


